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 トリクロロエチレンの水道水質基準強化へ 厚生労働省 
 

 

 

 

    

      

「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 
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ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
厚生労働省は、平成 21 年 6 月 25 日に第１回水質基準逐次改正検討会を開催しました。水質基準に

ついては、最新の科学的知見に従い、常に見直しが行われていきます。今回、内閣府食品安全委員会

の毒性評価結果より、トリクロロエチレンの水質基準が 0.03 mg/L から 0.01 mg/L へ強化される見通し

で、平成 23 年 4 月の省令改正を目指しています。 

この基準値の見直しは、水質環境基準、土壌環境基準、地下水環境基準へも波及しそうとのことで

す。 

 

当社は、水道法第 20 条に基づく水質検査機関として、厚生労働大臣登録を受けています。水質検

査のことは当社へご相談下さい。 
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